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ホールボディカウンタ等の維持・管理等において踏まえるべき事項について（案） 

 

平成２２年 ８月 ４日 

原 子 力 安 全 委 員 会 

原子力施設等防災専門部会 

 

 

１．はじめに 

 緊急被ばく医療について、原子力安全委員会は「緊急被ばく医療のあり方につい

て」（平成１３年６月 以下「被ばく医療のあり方」という。）等によって、そのあ

り方について国内における認識の共有を促してきた。 

 ホールボディカウンタ等1については、「被ばく医療のあり方」の中で、二次被ば

く医療機関において、「地域の実情に応じてホールボディカウンタ等、内部被ばく

線量の評価のための測定等が可能な資機材を有することが望ましい。」とされてい

る。また、「ホールボディカウンタは、二次被ばく医療機関での設置が望ましいが、

使用頻度が極めて低く、専門家による校正等が必要であり、維持管理が容易でない

ことから、実効性に配慮しながら広域的な連携による維持・運用なども考慮する。」

とも述べられている。 

 本文書は、これらを踏まえて、現在、原子力施設立地地域、特に二次被ばく医療

機関において整備、維持・管理が行われてきているホールボディカウンタ等につい

て、専門的・技術的見地から補足的な情報を加え、求められる内容、適切な維持・

管理方法等についてめやすを示すことによって、「被ばく医療のあり方」の記載をよ

り明確にし、ホールボディカウンタ等の運用の実効性、継続性、効率性等の向上に

資することを目的として作られた。 

 

２．二次被ばく医療機関の体内汚染に対する診療上の役割等について 

（１）二次被ばく医療機関の体内汚染に対する診療上の役割について 

 「被ばく医療のあり方」において、二次被ばく医療機関は「地域の実情に応じ、

ホールボディカウンタによる測定等に基づく内部被ばく線量の評価」、「内部被ば

くの可能性がある者の診療の開始」「三次被ばく医療機関への転送の判断」を行

うものとされている。 

 二次被ばく医療機関が体内汚染に対する診療をどの程度進めるかについては、

現状では三次被ばく医療機関への距離等、地域や医療機関個別の事情によって異

なっている。 

 本文書においては、現行の「被ばく医療のあり方」の枠組みにおける、二次被

ばく医療機関の体内汚染に対する診療上の役割を、次の二つの類型に分類する。 

 

                         
1 「ホールボディカウンタ等」とは、ホールボディカウンタ、またはホールボディカウンタ及びホールボディカウン

タの機能を一部代替する機器（参考情報２を参照）の組み合わせをいう。 
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Ａ．体内汚染の存在の判断を行う二次被ばく医療機関 

 ホールボディカウンタによる測定等に基づき、治療を要する体内汚染の存在を

疑った場合は、核種や体内汚染の量等によらず必要とされる処置（創傷又は熱傷

の救急的な治療、尿等の検体が得られた場合はその維持・管理、体表面汚染の拡

大防止等）のみを行い、速やかに三次被ばく医療機関へ搬送する。核種の同定、

汚染に係る線量評価等は三次被ばく医療機関に委ねる。 

 

Ｂ．体内汚染の見積もり等を行う二次被ばく医療機関 

 ホールボディカウンタによる測定等に基づき、治療を要する体内汚染の存在を

疑った場合は、核種の同定、汚染量の見積もり等を行い、それを踏まえた特異的

な処置（創傷又は熱傷の本格的な治療、尿等の検体の採取及び管理、体内汚染を

除去する薬剤の使用等）を含む専門的治療を開始した上で、必要に応じて三次被

ばく医療機関に搬送する。 

 

（２）それぞれの役割に応じて求められる診断機能について 

 （１）のＡの役割を担う二次被ばく医療機関では、治療を要する体内汚染の存

在について、汚染核種、汚染の存在部位、広がりによらず、高い感度で診断でき

ることが求められる。 

 （１）のＢの役割を担う二次被ばく医療機関では、上記に加え、治療を要する

体内汚染のある患者について、核種の同定、体内汚染量の見積もりを行うことが

求められる。 

 

３．二次被ばく医療機関のホールボディカウンタ等に求められる機能のめやす、及び

その考え方について 

 ２．に示した診療上の役割、診断機能等を踏まえ、二次被ばく医療機関における

ホールボディカウンタ等の機器について、次のような考え方に基づきめやすを設け

る。 

 

（１）治療の必要性の有無の判断を目的とした測定の正確さについて 

 体内汚染が治療を要するものか否かの判断は、医師によって、体内汚染の量、

汚染核種、範囲、その他患者側の要因などを考慮して総合的に行われる。ホール

ボディカウンタ等による測定結果は、当該判断において重要な役割を果たすこと

がある。従って、その正確さは、少なくとも医師の判断上支障のない範囲に収め

る必要がある。 

 この考え方に基づき、治療の必要性を判断するためにホールボディカウンタの

測定値に特に正確さが求められる線量範囲内2において、測定精度の許容範囲のめ

やすを±30%とする。ファントムによる校正値の許容幅に、この測定の許容範囲

のめやすを適用する。 

                         
2 参考情報３も参照。 
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（２）測定エネルギー範囲について 

 体内汚染に対して治療が必要となる場合で、当該汚染核種がγ線を放出する場

合、そのエネルギーは概ね 100keV～2MeV の範囲にあると考えられる。従って、

二次被ばく医療機関において、ホールボディカウンタ等、汚染物質が発するγ線

を検出する機器を備える場合には、その測定エネルギー範囲のめやすを 100keV

～2MeVとする。 

 

（３）測定視野について 

 診療の助けとして、ホールボディカウンタ等を用いて体内汚染量に係る測定を

行う場合、臨床的に無視できない汚染がありながら、当該機器の測定視野の範囲

外であったためにそれが見逃されることは避けなければならない。従って、ホー

ルボディカウンタ等の機器について「測定対象者の全身を評価対象とできること
3」をめやすとする。 

 

（４）核種の同定、汚染量の見積もりを目的とした測定の正確さについて 

 ホールボディカウンタ等を用い、核種の同定、汚染量の見積もりを目的とした

測定を行う場合、その測定結果が不正確であったことによって、患者が本来であ

れば受けるべき医療を受けられないことや、本来であれば避けるべき侵襲を避け

られないことは防がなければならない。 

この考え方に基づき、核種については、（２）の測定エネルギー範囲を備えた

ホールボディカウンタによる測定で特定が可能な核種については、常に正しく同

定できることとし、汚染量については、（１）で示しためやすに加え、個別の治

療の実施を判断するためにホールボディカウンタの測定値に特に正確さが求め

られる線量範囲内4において、測定精度の許容範囲のめやすを±30%とする。ファ

ントムによる校正値の許容幅に、この測定の許容範囲のめやすを適用する。 

 

（５）その他の機能について 

 ホールボディカウンタを用い、核種の同定、汚染量の見積もりを目的とした測

定を行う場合、その後の診療を円滑に行う観点から、附属するソフトウェアが汚

染核種を自動的に同定でき、また体内汚染量を自動的に表示できること、またエ

ネルギースペクトルの数値データ、及びエネルギースペクトルの表示に用いたエ

ネルギー校正式を電子データとして抽出し、三次被ばく医療機関等に情報提供で

きることが求められる。 

 

 

                         
3 放射性物質の吸入等による体内汚染であれば、体幹部のみを視野とするホールボディカウンタを用いて測定しても、

測定結果から全身の評価は可能である。ただし、別途、四肢等の視野外の部位の創傷からの放射性物質の取り込み等

を見逃さないための工夫は必要である。 
4 参考情報３も参照。 
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４．ホールボディカウンタ等の維持・管理等のあり方について 

（１）維持・管理例について 

 以下に、求められる機能の維持を目的としたホールボディカウンタの管理の例

を示す。 

 ただし、ここに示す以外の方法によっても、求められる機能が維持されるので

あれば、その方法による管理を妨げるものではない。また、ホールボディカウン

タ以外の機器には、それぞれに必要な維持・管理を行う。 

 

① ２．（１）のＡの役割を担う二次被ばく医療機関が通常行うべき事項 

 年に１回程度、次のことを確認する。 

・1 kBq～400 kBq 程度の放射能量を持つ特定の点線源5により、既定の条件で

連続して５回の測定（測定時間はそれぞれ１０分以内）を行ったとき、その

測定値が、あらかじめ得られている測定値の±5%以内に収まること。 

 

② ２．（１）のＢの役割を担う二次被ばく医療機関が通常行うべき事項 

 年に１回程度、次のことを確認する。 

・1 kBq～400 kBq程度の放射能量を持つ特定の点線源により、既定の条件で連

続して５回の測定（測定時間はそれぞれ１０分以内）を行ったとき、その測

定値が、あらかじめ得られている測定値の±5%以内に収まること。 

・上記の測定の際、附属ソフトによる核種の判別結果に誤りがないこと。 

 

③ 実際に使用する際に行うべき事項 

 ホールボディカウンタを実際に使用する際に、対象者を測定する前に上記点

線源を用いた動作確認（１回）、被験者・線源のない状態での測定を行う。 

 ホールボディカウンタを８時間以上連続して使用する場合には、８時間おき

に点線源を用いた動作確認（１回）、被験者・線源のない状態での測定を行う。 

 

④ その他 

 確認の結果、異常が認められた場合には、ホールボディカウンタ製造業者へ

の依頼等によって、適宜校正、修理等を行う。 

 また、上記確認方法によって異常が認められない場合でも、３年に１回程度

の頻度で、ホールボディカウンタ製造業者への依頼等によって、ファントム等、

空間的広がりを持った線源を用いた校正、及び電気信号による各測定レンジの

指示誤差試験を行う。 

 

                         
5
 用いる核種は任意であるが、Cs-137、Co-60等、適切なエネルギー範囲（概ね100keV～2MeVの範囲）でピークを

示すγ線放出核種を複数種類用いることが望ましい（②も同様。）。 
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（２）維持・管理実績の記録と提供について 

 ホールボディカウンタ等による測定結果を適切に解釈するためには、測定に用

いたホールボディカウンタ等の維持・管理状況に関する情報が必要になる場合が

ある。このため、ホールボディカウンタ等を設置している機関は、過去に行われ

た保守作業や校正について、その時期、内容、異常が認められた場合はその内容

と是正措置、校正後に確認された精度等の事項について記録を維持し6、必要に応

じて参照できるようにする。 

 

（３）全国規模の精度管理について 

 我が国のホールボディカウンタの精度維持・管理を向上するためには、ホール

ボディカウンタを設置している各施設のメンテナンス実績を一元的に登録する、

全国共通の標準線源を各施設で測定し、測定結果の一覧を共有する等の方策が考

えられる。これらについては中長期的課題として、各施設での維持・管理体制が

整った後、具体的な実施方法を検討することが望まれる。 

 

５．その他、ホールボディカウンタ等の運用にあたって留意すべき事項 

① ホールボディカウンタ等による測定結果は、重篤な体内汚染を有する傷病者

のスクリーニングや、当該傷病者に対する治療内容の決定において有用である

のみならず、体内汚染が比較的軽微な傷病者に対する説明等においても有用で

ある。 

 

② 被ばくの可能性のある傷病者が多数存在する場合におけるホールボディカ

ウンタ等による測定にあたっては、効率性、要する時間、設置機関の通常業務

への影響等を十分に考慮し、優先順位を設けて行うべきである。 

 具体的には、まず周辺状況の聞き取り（事故の様態、事故発生時に対象者が

いた場所等）や鼻スメア等の手段によって、より早くホールボディカウンタ等

による測定が必要と考えられる傷病者を把握し、優先順位を決定する。 

 

③ 治療を要する体内汚染は、そのすべてがホールボディカウンタ等で検出でき

るものではない。このことを踏まえ、三次被ばく医療機関への搬送等は、ホー

ルボディカウンタ等の測定結果以外の周辺情報も加味し、総合的に判断する。 

 

④ 事故時の公衆の線量評価の対象とされている核種として挙げられているも

ののうち、ホールボディカウンタ等で測定可能な核種で代表的なものとしては、

Co-60、I-131、Cs-137が挙げられる。二次被ばく医療機関に設置されているホー

ルボディカウンタ等は、少なくともこれらの核種について測定が可能であるこ

とが原則となる。ただし、それらのうちいくつかが機器、附属ソフトの仕様等

により測定できない場合であっても、便宜上、それらを測定可能な別の核種に

                         
6 記録の維持は、1年間、または次の保守作業や校正が実施されるまでのうち、長いほうの期間とする。 
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よるものとして汚染量を推定し、その値に一定の係数を乗ずること7等によって

汚染量を保守的（過大評価する側）に見積もることが可能であれば、当該機器、

附属ソフト等の使用が当面の措置として行われている限りにおいては差し支え

ない。 

                         
7 例えば、Co-60、I-131、Cs-137の３核種による吸入摂取による内部被ばくを評価するケースで、Cs-137のみが測定

可能である場合は、汚染がすべてCs-137によるものであると仮定して、計測値に3を乗じたものを用いて預託線量

を求めれば、安全側の推定となる。一方、I-131の経口接種を評価する必要があるケースでは、評価が極端に保守的

になるので、この推定法は採用するべきではない。 



 

 

7 

解 説 

 

１．本文書の位置づけ、適用等について 

  本文書は、二次被ばく医療機関の役割それぞれに応じて望まれる診断機能、及び

それを達成するために必要と思われる機器の機能等について、「緊急被ばく医療の

あり方」の「第４章 原子力施設の立地地域における緊急被ばく医療体制の整備 ４

－１－２ 緊急被ばく医療機関の要件と責務 ４－１－２－２ 責務 (2) 地域に

おける被ばく医療資源の整備及び効率的活用」に、被ばく医療機関の責務として「緊

急被ばく医療機関は、地方公共団体の指導のもと、事業者と協議の上、地域におけ

る原子力施設や医療体制等の実情に応じて医療機能の整備に努める。」とされてい

る内容の一部を具体化したものである。ホールボディカウンタ等を所有する各二次

被ばく医療機関には、上記指導及び協議を経て、体内汚染に対する対応において、

自身が本文２．（１）にある「Ａ．」、「Ｂ．」のどちらの役割を担うべきか等を選択

し、それに応じて関連機器の維持・管理等を適切に行うことが期待される。 

 また、二次被ばく医療機関がホールボディカウンタの更新を考慮する機会等にお

いては、地方公共団体は、各立地地域におけるホールボディカウンタの配置・運用

の効率性、各地域の搬送体制等を考慮して、ホールボディカウンタ以外の機器によ

る代替や、複数施設によるホールボディカウンタの共同利用等も含めて、二次被ば

く医療機関の役割分担について検討することが適当である。 

 なお、現在、被ばく医療機関以外に設置されているホールボディカウンタ等につ

いても、緊急被ばく医療において用いることが想定されている場合には、本文書に

準じた取扱いがなされることが望ましい。 

 

２．ホールボディカウンタ等に求められる機能のめやすについて 

 「３．二次被ばく医療機関のホールボディカウンタ等に求められる機能のめやす、

及びその考え方について」における、測定の許容範囲のめやすの設定にあたっては、

次の点を参考にした。 

 

・現時点では、ホールボディカウンタに関する国内技術基準はない。 

・ホールボディカウンタ（in vivo カウンタ）の性能基準を定めた国際電気標準

（IEC）「IEC61582, Radiation protection instrumentation – in vivo counters 

– Classification, general requirements and test procedures for portable, 

transportable, and installed equipment」では、高エネルギー帯（γ線で

100keV-3MeV）用で事故時の公衆スクリーニングに用いるホールボディカウンタ

等について、相対固有誤差（一定の条件下における測定結果とファントムの真

の放射能量との相対差）±30%を要求性能としている。 
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３．維持・管理例について 

 「４．ホールボディカウンタの維持・管理等のあり方について （１）維持・管

理例について」の内容は、次のような考え方に基づき記載した。 

 

（１）「めやす」との関係について 

 維持・管理例は、「３．二次被ばく医療機関のホールボディカウンタ等に求め

られる機能のめやす、及びその考え方について」に示しためやす、及びその考え

方を踏まえて記載した。ただし、その記載にあたり、用いる線源の形態や放射能

量については、現行の線源に係る安全規制等にも留意し、その実施が困難になら

ないよう配慮した。 

 

（２）測定回数 

 測定回数（５回）は、それぞれ実務上実際的な範囲内で、十分な再現性を確保

できる回数として選んだ。 

 

（３）測定時間 

 測定時間（１０分以内）は、実際に診療に用いることを想定した際、実際的な

範囲内のものとして選んだ。 

 

（４）校正 

 現時点ではホールボディカウンタに関する国内技術基準はないが、ホールボ

ディカウンタの運用管理標準を定めた米国国家基準（ANSI）「ANSI N13.30 1996, 

Performance Criteria for Radiobioassay」、及び国際標準機構（ISO）「ISO 

12790-1;2001 Radiation protection —Performance criteria for radiobioassay 

—Part 1:General principles」（同標準では、ホールボディカウンタ計測は、直

接放射線生物学計測あるいは、in vivo計測の一部に位置づけられている。）では、

３年に１度、適切なファントムによる校正が必要とされており、また起動時ごと

に点線源を用いて校正時の性能が維持されていることを確認することが必要と

されている。このことを参考として、４．（１）においては、１年に１度程度は

点線源を用いて確認を行い、３年に１度程度ファントム等を用いた校正を行う、

という例を記載した。 

 なお、４．（１）における「既定の条件」とは、ホールボディカウンタ等の設

置環境及び測定条件、点線源の特定、点線源の設置位置（検出器に近接させる）

と設置方法等の、点線源による確認に係る、あらかじめ定めた測定条件である。

また、「あらかじめ得られている測定値」とは、納入時等に行った、既定の条件
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での点線源による確認結果を、それぞれの核種の半減期に応じて減衰補正した値

である。 

 ファントムについては、各ホールボディカウンタ等の製造者が指定するファン

トムを使うことに、現状において問題はないと考えられるが、将来の課題として、

校正用ファントムを標準化することが必要である。 

 

（５）性能検査の許容範囲 

 （４）に示した ANSI 及び ISO の各文書においては、点線源による性能検査の

許容範囲が±5%としていることを参考として、この範囲とした。 

 

（６）ホールボディカウンタ等の日常的な維持・管理方法について 

 ４．（１）に示した年に１回程度の確認だけではなく、月に１回程度、起動確認、

及び簡単な動作確認として、被験者・線源のない状態での測定、点線源の測定（１

回）等を行うことにより、ホールボディカウンタ等のより確実な機能維持が期待で

きる。これらの操作は、ホールボディカウンタの使用経験になることから、緊急被

ばく医療要員の育成につながり、緊急時においてもホールボディカウンタによる測

定を適切に行うために有効である。また、原子力防災訓練等の機会を使って、ホー

ルボディカウンタ等による測定、治療の必要性の判断等の訓練も行うことも効果的

である。 

 なお、この起動・動作確認の実施頻度は、施設の人的リソース等に応じて調整し

てよいが、最低でも四半期に一度は動作確認を実施すべきである。放射線測定器の

取扱いの経験のある者の協力を得るのも有効である。 

 

４．「５．その他、ホールボディカウンタ等の運用にあたって留意すべき事項」③ 脚

注5について（測定対象外核種の預託線量を保守的に評価する方法の例） 

 Cs-137 で校正された、核種分析能力のないホールボディカウンタで、Co-60 や

I-131による預託線量を評価する例を表1に示す。 

 Co-60、I-131、Cs-137 のそれぞれについて、100mSv の預託線量をもたらす摂取

24時間後の全身残留放射能量を求め、その全身残留放射能量に対する当該ホールボ

ディカウンタの光電ピーク計数率を求めると、表１の右から 3 番目の数値となる。

これをホールボディカウンタの計測値とする。ここから Co-60、I-131 の預託線量

を評価するために、計測値に係数３を乗じ、Cs-137とみなして預託線量を求めると、

それぞれ125mSv、297mSvと評価される。これは、本来の100mSvの預託線量を上回っ

ており、保守的な線量推定となる。 

 なお、摂取形態が経口摂取である場合には、I-131 の甲状腺への移行が早いこと

から、預託線量 100mSv に相当する全身残留放射能量が小さくなるため、必要な係
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数は約 30 であった。このケースは、むしろ預託線量推定に過剰な保守性を与えて

いるとみなされるため、甲状腺線量を別の機器で測定する方法を推奨する。 

 

表１ Cs-137で校正されたホールボディカウンタによるCo-60やI-131の預託線量

の保守的評価例 

核種 100mSv をも

たらす体内汚

染の 24 時間

後の全身残留

放射能量（※）

γ線放出

割合 

γ線エネ

ルギー 

光電ピーク

検出効率 

(3”x3”NaI

シンチレー

タ検出器) 

光電ピー

ク計数率 

Cs を 1 と

した比率 

係数３を

乗じた評

価割合 

 Bq  MeV  s-1   

I-131 2.2×106 0.817 0.364 0.036 6.5×104 0.42 1.25 

Cs-137 8.3×106 0.851 0.662 0.022 1.5×105 1.0 － 

Co-60 5.5×106 2.00 1.173, 

1.333 

0.014 1.5×105 0.99 2.97 

 
（※） 

 計算には、放射線医学総合研究所による内部被ばく線量評価ソフト、MONDALを用いた。計算においては、同じ預託

線量をもたらす場合で最も全身残留放射能量が大きくなる以下の条件を仮定として用いた。また、計算を単純化する

ため幾何学的検出効率は100％とした。 

 測定対象者：成人 

 摂取形態：吸入被ばく 

 吸入核種の化学形：タイプF 

 

５．ホールボディカウンタによる計測上限について 

ホールボディカウンタを用いた計測においては全身残留放射能量が多い場合には

計数率が高くなり、数え落としが発生し、さらに測定系が窒息8してしまうことが心配

される。ここでは、二次被ばく医療機関等に設置されているホールボディカウンタに

よってどの程度の汚染量まで計測できるか検討した結果を表２に示す。ベッド型の

ホールボディカウンタで典型的な大きさのＮａＩシンチレータ検出器を使ったタイプ

を用いて、預託線量で100mSvをもたらす最も全身残留放射能量が大きくなる例を測定

する場合を想定した。その測定における数え落とし9を推定し、測定の可否を判断した。 

 

                         
8 計数率が高すぎると、放射線信号の処理が間に合わず、見かけの上ではほとんど計数がないように表示する状態に

なる場合がある。その状態を窒息状態という。 
9 多くのホールボディカウンタの放射線信号の処理系では、ある放射線信号の処理中には、新しい放射線信号を受け

付けない状態になる。全測定時間に対する、信号を受け付けない状態にある時間の比を数え落としという。数え落と

しは必要に応じて補正する。数え落とし100％で窒息状態である。 
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表２ 100mSvをもたらす内部被ばくの場合の計数率と数え落としの推定 

核種 100mSvをもたらす体内汚染

の 24 時間後の全身残留量

（※１） 

γ線放出

割合 

全検出効率

（※２） 

全計数率 数え落と

し（※３）

 Bq  ％ s-1 ％ 

I-131 2.2×106 0.817 1.5 2.7×104 3 

Cs-137 8.3×106 0.851 1.5 1.1×105 10 

Co-60 5.5×106 2.00 1.5 1.7×105 15 

（※１）：測定対象者：成人、摂取形態：吸入被ばく、吸入核種の化学形：タイプF 

（※２）：コンプトン散乱、光電ピークを含む全検出効率を検出器のサイズ3”x5”x16”（2台）あるいは、

8”φx4”（2台）のNaIシンチレータ検出器に対して推定 

（※３）：測定系の分解時間を1μsecに仮定 

 

数え落としはいずれも20％未満であり、評価は可能な範囲であるとみなすことがで

きる。測定対象者が成人以外の場合、摂取形態が経口接種の場合、及び吸入核種が他

の化学形の場合には、全身残留放射能量は低くなり、その結果、計数率も低くなり、

数え落としは小さくなる。以上より、100mSv程度の体内汚染が発生した場合には、現

在二次被ばく医療機関等に設置されているホールボディカウンタで計測できるものと

考えられる。 

なお、表２の測定例は窒息状態に近く、バックグラウンドの変動や体内汚染量の増

加で容易に窒息状態になり得ることに注意が必要である。したがって、事前のスクリー

ニング測定などの情報と比較して、ホールボディカウンタによる汚染評価量の傾向が

変わらないことを確認する。ホールボディカウンタによる測定結果がスクリーニング

測定等と違う傾向を示す場合には、三次被ばく医療機関に相談する。 
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参考情報 

 

１．ホールボディカウンタの取扱いに係る研修について 

 ホールボディカウンタの操作や測定結果の解釈を適正に行うためには、適宜研修

等を受講することが必要である。以下、これまで開催されたホールボディカウンタ

の取扱いに係る研修の開催実績を示す。 

 

○ 独立行政法人放射線医学総合研究所によるもの 

 文部科学省からの委託によって、放射線医学総合研究所で研修を実施。 

開催時期 名称 参加数（名） 

H16.7.14-16 緊急被ばく医療放射線計測セミナー 6 

H17.7.20-22 緊急被ばく医療放射線計測セミナー 15 

H18.7.24-26 緊急被ばく医療放射線計測セミナー 13 

H19.8.1-3 緊急被ばく医療放射線計測セミナー 8 

H20.7.30-8.1 緊急被ばく医療放射線計測セミナー 8 

 

○ 財団法人原子力安全研究協会によるもの 

 文部科学省からの委託によって、原子力施設立地地域等で研修を実施。 

開催年度 名称 開催状況 

H.15 ホールボディカウンタ実習 １５地域 

H.16 ホールボディカウンタ実習 １５地域 

H.17 緊急被ばく医療基礎講座Ⅱ １９地域 

H.18 緊急被ばく医療基礎講座Ⅱ １９地域 

H.19 緊急被ばく医療基礎講座Ⅱ １９地域 

H.20 緊急被ばく医療基礎講座Ⅱ  ６地域 

H.21 緊急被ばく医療基礎講座Ⅱ  ７地域 

 

２．ホールボディカウンタの機能を一部代替する機器について 

 ホールボディカウンタの機能を一部代替する機器には、以下のものがある。 

 

（１）局所モニタ 

 甲状腺、肺などの人体の特定部位について、当該部位に取り込まれた放射性物

質が放出するγ線を計測するモニタ。これにより、当該部位の体内汚染を評価す

ることができる。甲状腺モニタ等がある。 

 

（２）スペクトロサーベイメータ 

   エネルギースペクトルを表示できるサーベイメータであり、局所の体内汚染に

ついて、核種の同定と汚染物質の量のおおまかな見積もりを行うことができる。 
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３．体内汚染量と治療の必要性等について 

  ① 体内汚染に対して治療を行うめやすについて記載した文書としては、1992年

に欧州委員会及び米国エネルギー省がスポンサーとなり、国際放射線防護委員

会（ICRP）、日本、中国の専門家の意見を踏まえて策定された「事故による職業

人の体内汚染に対する治療ガイドブック」（Guidebook for the Treatment of 

Accidental Internal Radionuclide Contamination of workers, Radiation 

Protection Dosimetry, Vol.41 No.1 p.3, 1992）があり、そこにおいては、預

託線量 20mSv-200mSv の範囲内の場合には治療を考慮すべき、200mSv を超える

場合には被ばくの重篤さに応じて治療を行うべき、とされている。 

 

  ② 国際原子力機関（IAEA）による” Criteria for Use in Preparedness and 

Response for a Nuclear or Radiological Emergency”（DS-44）（２０１０年

６月現在発行準備中）においては、屋内待避、避難等を行う一般的基準として

「最初の７日間で被ばくする実効線量が100mSv以上と予想されること」、一次

的な移転等を行う一般的基準として「年間の実効線量が100mSvを超えると予想

されること」、放射線感受性の高い組織の等価線量によるスクリーニングとそれ

に応じた経過観察、基本的なカウンセリング等を行う一般的基準として「１ヶ

月で実効線量100mSvを超える被ばくを受けた者」をそれぞれ挙げている。 

 

４．移動式ホールボディカウンタ車について 

  独立行政法人日本原子力研究開発機構では、移動式ホールボディカウンタ車を

３台所有している。 

  移動式ホールボディカウンタ車は、原子力施設に係る災害時において周辺住民が

放射性物質を体内に取り込んだ可能性がある場合に、救護所、避難所等において全

身の測定を可能とし、多数の人々について体内汚染の有無の迅速な判断に活用する

ためのものである。 

  性能としては、Co-60及びCs-137について、２分間測定の場合で検出下限は130Bq

程度である。 

 

 


